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希望を生み出す強い経済実現に向けた緊急対応策 

 

平成 27年 11月 26日 

経済財政諮問会議 

 

第１章 基本的な考え方 

 

Ⅰ．希望を生み出す強い経済の必要性 

 

１． 我が国経済は、アベノミクス第一ステージの取組、すなわち大胆な金融政

策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略からなる「三本の矢」の

経済財政政策により、デフレ脱却・経済再生に向け、大きく前進してきた。実

質ＧＤＰは安倍内閣発足時と比べ 12 兆円（2.3％）増加し、名目ＧＤＰも 28

兆円（6.0％）増加している。 

しかしながら、現状においては、企業収益は過去最高水準にあるものの、設

備投資や賃金は十分には回復していない。その背景には、デフレマインドが

残っていることに加え、今後も少子高齢化により生産年齢人口が減少すると

いう構造的な課題がある。 

 

２． アベノミクスの第二ステージで掲げた新・三本の矢は、強い経済を実現し、

その上で日本の構造的な課題である少子高齢化に正面から取り組むものであ

る。 

第一の矢はこれまでの三本の矢を束ねて一層強化した「希望を生み出す強

い経済」であり、具体的な目標は戦後最大の名目ＧＤＰ600 兆円を 2020 年頃

に達成することである。「強い経済」の実現で生み出される成長の果実を活用

して、第二の矢の「夢をつむぐ子育て支援」、第三の矢の「安心につながる社

会保障」を成し遂げ、一人ひとりが自らの力を発揮する場があり、充実した生

活を送れる社会の実現を目指すものである。 

また、第二の矢、第三の矢の推進により、将来への安心が確保され、消費の

底上げ、投資の拡大、生産性や労働参加率の向上につながり、「強い経済」に

も寄与するというメカニズムを通じて、新・三本の矢が一体となって好循環

を加速していく。 

 

３． 名目ＧＤＰ600 兆円は、チャレンジングな目標であるが、政策の総動員に

より民需主導の好循環を確立していけば実現することは十分可能である。こ

れまでも骨太方針等で実質２％程度、名目３％程度を上回る経済成長の実現

を目標とし、「中長期の経済財政に関する試算」でもデフレから脱却し経済再

生を進めることで 2020年頃に 600兆円が達成される姿を示してきたが、デフ

レマインドから抜け切れていない我が国では実現への確信がわきにくい面も

あった。 

アベノミクスによりもはやデフレではないという状況が実現し、経済の好

循環がまわり始め、多くの人々が自信を回復しつつある。今こそ、名目ＧＤＰ

600 兆円という具体的な目標と政府の取組を明確に示すことを通じて、国民
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一人ひとりや企業等が新たな挑戦に踏み出すのを促し、一億総活躍によって

ＧＤＰ600兆円を実現していく。 

 

 

Ⅱ．ＧＤＰ600兆円の強い経済の実現に向けて 

 

１． 名目ＧＤＰ600 兆円の実現に向けて、民需主導の好循環を拡大・加速する

ことにより、実質成長率２％程度、名目成長率３％程度を上回る経済成長を実

現する。 

実質成長率については、供給面の強化により、従来１％以下とされる潜在

成長率を２％程度に向上させる。また、同時に一億総活躍に向けた少子高齢

化等の構造問題への取組強化やＴＰＰへの積極的対応等により、それに見合

う需要増を実現する。 

１％程度と想定されてきたＧＤＰデフレーター上昇率は、原油等の資源価

格の上昇による交易条件への悪影響がなくなるとともに、企業設備の更新や

産業の新陳代謝の推進により我が国の企業が新興国との低価格競争から脱す

ること、また国内の需給の引き締まりによる内需デフレーターの上昇等によ

り、今後は１％を上回る水準で推移すると見込まれる。これらの結果、３％程

度を上回る名目成長率を実現する。 

 

２． こうしたことから、「当面の緊急対応策」として、第２章で述べる投資促進・

生産性革命の実現や、賃金・最低賃金引上げを通じた消費の喚起、女性・若者・

高齢者等の活躍促進、並びにローカル・アベノミクスの推進を通じた地域の付

加価値創造力の強化、を最優先で推進していく必要がある。 

こうした緊急対応策に取り組むことにより、600 兆円経済実現に向けた動

きを加速するとともに、デフレ脱却を確実なものとし、足元の景気をしっか

り下支えすることで、弱さも見られる流れを反転させていくことになる。 

 

ＴＰＰの下での新たなグローバル・バリューチェーンの構築、イノベーショ

ン・ナショナルシステムの構築、ＩｏＴ・ビッグデータ・ロボット・人工知能に

よる変革（第４次産業革命）を含む中期的課題等に関しては、さらに経済財政諮

問会議、未来投資に向けた官民対話、産業競争力会議などで議論を進め、これら

を踏まえ、来年の骨太方針において、600兆円経済の実現に向けた全体像を示す。 

 

 

 

第２章 具体的施策 

 

１. 投資促進、生産性革命の実現 

 

企業の経常利益が過去最高水準になっているにもかかわらず、設備投資や研

究開発の動きは低調であり、企業の保有する現預金等が増加している。また、設

備年齢は過去 20年間で５～６年老朽化しており、古い設備で他国の企業と競争
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をする状況に陥っている。他方、世界的な第４次産業革命の進展や、地球環境問

題への対応も必要となっており、産業や技術の新陳代謝を加速する必要性が高

まっている。また、ＴＰＰにより、日本企業が国内と同様に活躍できる市場が拡

大し、研究開発拠点を始めとした投資のハブとしての日本の魅力が高まる。 

今こそ長くしみついたデフレマインドから決別し、企業の内部資金を活用し

攻めの投資、具体的には労働力不足に対応するための省力化投資、高付加価値を

目指す投資、ＴＰＰに対応するための投資や省エネ・環境投資等を積極果敢に行

うことで名目ＧＤＰの伸びを上回る設備投資を実現する。 

 

① 法人税改革については、28 年度の税率引下げ幅を確実に上乗せし、税率を早期に20％

台に引き下げる道筋をつける。また、企業の持続的な設備投資拡大、賃金引上げ等を

後押しする。 

② 未来投資に向けた官民対話等を通じ、企業に対して設備、技術、人材に対する積極果

敢な投資を行う後押しを継続する。政府は、投資を阻む規制改革に取り組む。 

③ ＩｏＴ等の先進技術の産業化やサイバーセキュリティ対策を推進するほか、省力化、

中小企業等への省エネ効果の高い設備の導入支援等により投資を促進する。また、Ｉ

ｏＴを支えるモバイルの競争促進等により、情報通信サービスの低廉化・多様化を実

現する。 

④ 投資促進拡大の優良事例の全国展開を促進するため、民間資金の一層の活用を図る観

点から、官民ファンド相互間の連携を推進するとともに、これまでの実績を踏まえ官

民ファンドの支援基準を見直す等により、官民連携投資を一層加速する。 

⑤ サービス産業において、主要分野ごとの生産性改善のためのモデル創出・普及を通じ

て優良事例の横展開を図る。また、中小企業等による新たなサービスモデルの開発等

を通じた生産性向上に向けた取組を支援する。 

⑥ 省エネルギー性能に優れた住宅・建築物、燃料電池自動車等の次世代型の自動車の取

得負担を軽減し、エネルギーコストの削減を図るとともに、消費・生産への波及効果

の高い住宅投資・耐久財消費を促進する。 

 
２．賃金・最低賃金引上げを通じた消費の喚起 

 

 我が国のＧＤＰの６割は個人消費であり、ＧＤＰの成長には消費の増加が不

可欠である。消費の伸びは実質賃金の動向に大きく左右されるので、実質賃金の

伸びを高め、労働分配率の低下に歯止めをかける必要がある。  

ＧＤＰ600兆円を今後５年程度（名目成長率は平均３％程度）で実現するため

にはこれにふさわしい、賃上げや最低賃金の引上げへの取組が重要である。過去

最大の企業収益を賃上げにも回していくことを通じ、消費を拡大させ、その恩恵

が企業にも還元されるという好循環を実現していく。 

 

① 賃上げについて、未来投資に向けた官民対話において、産業界から「来年についても

賃金の引き上げに向けた努力と取引価格の適正化などへの取組みを明記した昨年の

政労使会議の取りまとめに則り、名目３％成長への道筋も視野に置きながら、収益が

拡大した企業に対し、今年を上回る賃金引き上げを期待して、前向きな検討を呼びか

けていく」との表明があったところ、政府として、そのための環境整備とともに過去
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最大の企業収益を踏まえた賃上げに向け働きかけを行う。  

② 名目ＧＤＰを 2020 年頃に向けて 600 兆円に増加させていく中で、最低賃金について

は、年率３％程度を目途として、名目ＧＤＰの成長率にも配慮しつつ引き上げていく。

これにより、全国加重平均が 1,000円となることを目指す。 

③ このような賃金・最低賃金の引上げに向けて、中小企業・小規模事業者の生産性向上

等のための支援や、取引条件の改善等を図る。 

④ アベノミクスの成果の均霑の観点から、賃金引上げの恩恵が及びにくい低年金受給者

に支援を行う。 

 
３．女性・若者・高齢者等の活躍促進 

 

 女性、若者、高齢者、難病や障害を抱える人々をはじめ、誰もが活躍できる社

会を目指し、少子高齢化等の構造問題への取組を強化する。労働力不足が強まる

一方で、新たな就業希望者が 655 万人、就業時間を増やしたいという希望者が

295万人、計 950万人の希望者がいる。その希望の実現を阻害している規制や制

度を見直し、多様な働き方改革等の取組を通じて、労働参加を促進する。 

 

① 女性・若者の正規化支援や高齢者、障害者等の雇用の更なる促進に取り組む企業に対

する支援を強化する。 

② 雇用確保が難しくなっている介護分野について、人材育成を推進するため、介護福祉

士を目指す就学者や潜在介護福祉士等への支援を拡充する。 

③ 介護人材の機能分化を進めるとともに、専門人材供給の質的・量的拡大に向けて、試

験回数の増加に向けた検討を含め、養成カリキュラムや公的資格試験の見直しを進め

る。 

④ 就労促進の観点から、いわゆる 103万円、130万円の壁の原因となっている税・社会

保険、配偶者手当の制度の在り方に関し、国民の間の公平性等を踏まえた対応方針を

検討する。 

⑤ 年５日の時季指定を事業主に義務付けることによる年次有給休暇の取得促進や、中小

企業における月 60 時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の引上げ等を内容と

する労働基準法等の一部を改正する法律案の早期成立を図ること等により、長時間労

働を削減する。また、定期健康診断の受診及び受診後の措置の徹底を図る。 

⑥ ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業について、公共調達において、不正な手

段を使った企業の受注を防止することを前提に、より幅広く評価する枠組みの導入に

よる受注機会の増大を図る。 

 

４．ローカル・アベノミクスの推進を通じた地域の付加価値創造力の強化 

 

（１）地方創生の本格化 

  

一億総活躍社会の基盤として、都市部のみならず地方を含めた全国各地で『強

い経済』を実現する必要がある。地方それぞれの特徴に応じ、自らの創意工夫に

よる取組を国が支援することで地域の稼ぐ力を引き出していく。 
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① 地方公共団体が、「地方版総合戦略」に基づき、具体的な成果目標とＰＤＣＡサイク

ルを確立したうえで実施する地方における先駆的な取組（ＩＴを活用した中堅・中小

企業の生産性向上や新事業促進、農林水産品の輸出拡大の加速、観光振興、対日投資

促進等）を支援する。 

② 人材マッチング等を通じた地方創生におけるリーダー人材の発掘・育成、地方におけ

るデータ利活用の支援を推進する。 

 

（２）内外の観光客の増加、消費拡大に向けた取組 

 

我が国は、豊かな観光資源に恵まれ、成長著しいアジア諸国の近隣に位置して

おり、観光立国の大きなポテンシャルを有している。反面、宿泊施設がとりづら

い、Ｗｉ-Ｆｉ環境が不十分、伝統文化の説明が分かりづらい、多言語対応が不

十分等の課題を抱えてもいる。こうした課題に向き合い、改善していくことで、

日本各地の魅力を増加させ新しい旅行者を受け入れ、リピーターを増やしてい

く。 

 

① 観光分野の目標の設定、制約要因（宿泊施設、交通アクセス、旅客受入体制、地方誘

客等）の解消に向けて早期に検討し、結論を得る。その実行に向けた官民協力を推進

する（官民ファンド等の活用）。制約要因の解消に向けた取組を進める。 

② 観光産業の生産性向上に向けた取組を推進する（観光振興に関する規制改革、優良事

例の横展開、政策金融を活用した観光業等の設備投資等の支援）。 

③ 誰でもどこでもつながるＩＴ環境の実現（観光防災Ｗｉ－Ｆｉの整備等）を推進する。 

④ ＩＴ活用による中小企業の活性化、規制改革等を通じたＩＴ活用による新事業創出の

促進により、地域の付加価値力を強化する。 

⑤ 国・地方が連携し、ＩＴを活用した業務改革を進める。このため、地方自治体におい

てリーダーシップを発揮してＩＴ戦略を推進する人材（ＣＩＯ等）の育成のための支

援を行う。 

 

（３）攻めの農業の構築 

 

ＴＰＰにより参加国での農林水産物の関税が大幅に縮小するなど、日本の質

の高い農林水産物を海外に輸出するチャンスである。そのためにも、農地の集約

化、農業の企業経営化、６次産業化、農林水産物の付加価値向上などにより農業

の生産性を高める政策を進め、競争力を高めていく。 

 

① 農地集約を加速化するため、農地中間管理機構の取組の見える化、農地税制等の活用

を推進する。 

② 「国別・品目別輸出戦略」に基づきオールジャパンでの輸出拡大を加速させるととも

に６次産業化による農産物の高付加価値化や需要拡大を推進する。 

③ 農業の６次産業化・企業経営化を進めるため、農林漁業成長産業化支援機構（Ａ－Ｆ

ＩＶＥ）の一層の活用を図る。 

 

（４）国土強靱化 
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近年、全国各地で自然災害により甚大な被害が発生したことを教訓に、引き

続き危機管理に万全を期すとともに、事前防災のための国土強靱化を推進する。 

 

① 事前防災のための国土強靱化を推進する。その際、「国土強靱化地域計画」の策定を

促進する。 

 

５．経済の好循環を確かなものとするための取組 

 

（１）環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）を通じた経済再生・地方創生 

 

 今般決定される「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」に基づき関連施策を実行・実

現していく。 

 

（２）成長戦略の実行・実現 

 

「日本再興戦略」（平成 25年６月 14日閣議決定）、「『日本再興戦略』改訂 2014」

（平成 26年６月 24日閣議決定）及び「『日本再興戦略』改訂 2015」（平成 27年

６月 30日閣議決定）に掲げられた施策を遺漏なく、確実に具体化し、実行・実

現する。 

 

（３）金融政策 

 

日本銀行には、経済・物価情勢を踏まえつつ、２％の物価安定目標を実現する

ことを期待する。 

 


